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意匠の国際寄託に関するハーグ協定(1928年発効)	


1934年ロンドンアクト	


1960年ハーグアクト	


1999年ジュネーブアクト	


2010年以降凍結	


日米が同時加盟	
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庁	


間接出願	


直接出願	


国際登録簿	
国際登録の維持管理手続	


指定締約国	
  

（実体審査なし）	


指定締約国	
  

（実体審査あり）	


指定情報	


審査結果	


基礎出願・基礎登録
（セントラルアタック）

がない。	
  

複数の意匠 in	
  １出願	
  
権利発生状況が意匠ごとに相違	


名義変更等	
  
５年毎に更新	
  

ハーグ協定に基づく	
  
　　　　　　　　　意匠の国際登録	
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１２ヶ月以内	


出願人	


日本国特許庁	


国際事務局	


出願	


受理	


方式審査	


国際登録	


国際出願日＝国際登録日	


国際公表	


約６ヶ月	


写し受領	


保護の付与	
  
の声明	


登録査定	
  

拒絶の通報	


拒絶理由	
  

写し	


実体審査	


意見書	
  
補正書	


写し　登録査定	


拒絶査定	
  

審判請求	


登録の場合	
 拒絶の場合	


国際事務局（直接出願）又は	
  
日本国特許庁（間接出願）が	
  

受理した日	
  

	
  

出願日または優先日から最大３０ヶ月、国際公表を延期
することができる。（指定国に対する通知も延期され、実
体審査の開始も延期される。）	
  
	
  

延期できる期間は、締約国によって異なる。	
  
複数国が指定された場合には、最短の延長期間が適用
される。（延長を認めない国を指定すると延長なし。）	
  
	
  

一方、即時公表の請求もできる。（実体審査を早く始め
る；国際登録から約１ヶ月）	


日本を指定国とする国際出願の流れ	


一出願に最大１００意匠を含めることができる。	
  
但し、ロカルノ分類の同一クラス内に限る。	
  

	
  

拒絶の通報は	
  
取り下げ可能	
  

	
  

国際登録の存続期間は、５年	
  
	
  

５年単位で複数回の更新が可能	
  
	
  

国際登録の維持管理手続きは、	
  
国際事務局に一元化	
  
（更新、所有権の変更、放棄、限定、国
際登録の名義人の名称・住所の変更）	
  

基本手数料＋公表手数料＋追加手数料	
  
＋標準指定手数料	
  
＋個別指定手数料（指定国へ送金）	
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重要な事項は、	
  
公報と原簿で	
  

確認できる！？	


１２ヶ月以内	


出願人	


日本国特許庁	


国際事務局	


出願	


受理	


方式審査	


国際登録	


国際出願日＝国際登録日	


国際公表	


約６ヶ月	


写し受領	


保護の付与	
  
の声明	


登録査定	
  

拒絶の通報	


拒絶理由	
  

写し	


実体審査	


意見書	
  
補正書	


写し　登録査定	


拒絶査定	
  

審判請求	


登録の場合	
 拒絶の場合	


国際事務局（直接出願）又は	
  
日本国特許庁（間接出願）が	
  

受理した日	
  

§60-­‐3① 特許庁宛(間接)出願の出願人適格	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ② 所定の外国語(英語,スペイン語,フランス語)	
  
§60-­‐5　　省令委任	
  

§60-­‐6① 国際登録＆国際公表	
  
　　　　　 国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。	
  
        ② ２以上の意匠を含む国際出願は、意匠毎ごと	
  

日本国意匠法における手当て	


補償金請求権	


§60-­‐12① 国際公表後、	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  警告	
  or	
  悪意実施者	
  

§60-­‐21① 個別指定手数料(\74,600相当額)の国際事務局への納付	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
     ② 更新時に、個別指定手数料(\84,500相当額)の国際事務局への納付	
  

	
  
§18	
  　 登録査定	
  
§42	
  　 登録料納付	
  
§20② 設定登録	
  
　　　③ 意匠公報	
  
§61	
  　 登録原簿	
  
§66　  意匠公報	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  （満了以外の消滅等）	
  
§18	
  　 存続期間	
  
　　　　（設定登録の日から２０年）	
  
	
  

国内出願の場合	


§60-­‐19①意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅（満了時のみ）、回復、処分の制限	
  
　　　　 ② 意匠権の移転、消滅（満了時を除く）は、国際登録簿に登録されたところによる。	
  
§60-­‐14①出願段階：国際登録が消滅したときは、取下げ擬制	
  
　　　　 ② 意匠権：基礎の国際登録が消滅したときは消滅	
  

§60-­‐20　　更新がなかったことによる消滅は、公報に掲載されない	
  

実体審査のな
い指定国よりも
意匠権の発生
は遅れる！？	


§60-­‐8	
  	
  　　関連意匠･･･ジュネーブ改正協定第６条(1)(a)の規定による。	
  
§60-­‐9	
  	
  　　秘密意匠･･･対応しない（意匠法第１４条の規定は適用しない）	
  
部分意匠、組物の意匠・・・国内の審査に耐える様式。補正の制限に注意。　　	
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